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第７回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成25年12月13日) 

 

第 ７ 回   熊本県議会    厚生常任委員会会議記録 

 

平成25年12月13日(金曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前11時49分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成25年度熊本県一般会計補

正予算（第４号） 

 議案第７号 平成25年度熊本県病院事業会

計補正予算（第１号） 

 議案第13号 熊本県災害救助基金条例の一

部を改正する条例の制定について 

 議案第14号 熊本県介護福祉士等修学資金

貸与条例の一部を改正する条例の制定

について 

 議案第15号 熊本県いじめ調査委員会条例

の制定について 

 議案第16号 熊本県医師修学資金貸与条例

の一部を改正する条例の制定について 

 議案第17号 熊本県看護師等修学資金貸与

条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 報告第１号 専決処分の報告について 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

 請第38号 手話言語法制定について国への

意見書提出を求める請願 

 請第39号 ４ワクチン（水痘、おたふくか

ぜ、成人用肺炎球菌、Ｂ型肝炎）の定期

予防接種化に関する意見書の提出を求め

る請願 

 請第40号 介護福祉士等修学資金貸付制度

の拡充・強化について国への意見書提出

を求める請願 

 報告事項 

  ①第３期「熊本県やさしいまちづくり推

進計画」の中間見直しについて 

  ②熊本県新型インフルエンザ等対策行動

計画の策定について 

 委員会提出議案 

  ①「手話言語法」制定を求める意見書 

  ②４ワクチン（水痘、おたふくかぜ、成

人用肺炎球菌、Ｂ型肝炎）の定期接種

化に関する意見書 

  ③介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充

・強化を求める意見書 

――――――――――――――― 

出席委員（７人） 

        委 員 長 渕 上 陽 一 

        副委員長 増 永 慎一郎 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 平 野 みどり 

        委  員 重 村   栄 

        委  員 甲 斐 正 法 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

健康福祉部 

部 長 松 葉 成 正 

総括審議員兼         

政策審議監 牧 野 俊 彦 

医 監 岩 谷 典 学 

長寿社会局長 山 田 章 平 

子ども・障がい福祉局長 田 中 彰 治 

健康局長 白 濵 良 一 

首席審議員兼         

健康福祉政策課長 古 閑 陽 一 

健康危機管理課長 一   喜美雄 

高齢者支援課長 中 島 昭 則 

認知症対策・         

地域ケア推進課長 大 村 裕 司 
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社会福祉課長 青 木 政 俊 

首席審議員兼         

子ども未来課長 中 園 三千代 

子ども家庭福祉課長 藤 本   聡 

障がい者支援課長 松 永   寿 

医療政策課長 三 角 浩 一 

国保・高齢者医療課長 大 塚 陽 子 

首席審議員兼         

健康づくり推進課長 山 内 信 吾 

薬務衛生課長 今 村   均 

病院局 

病院事業管理者 向 井 康 彦 

総務経営課長 林 田 浩 稔 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議事課主幹 黒 岩 雅 樹 

政務調査課主幹 松 野   勇 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○渕上陽一委員長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから、第７回厚生常任

委員会を開会します。 

 本委員会に付託されました議案等を議題と

し、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、最初に一度立っていただいた後、

説明は着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、健康福祉部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

いたします。 

 初めに、松葉健康福祉部長。 

 

○松葉健康福祉部長 おはようございます。 

 渕上委員長初め委員の皆様には、先月７

日、管内などの御視察においでいただき、大

変ありがとうございました。 

 それでは、本議会に提案しております健康

福祉部関係の議案などの概要につきまして御

説明を申し上げます。着座にて御説明をいた

します。 

 今回提案しております議案は、予算関係１

議案、条例関係５議案、報告１議案の合計７

議案でございます。 

 まず、第１号議案の平成25年度熊本県一般

会計補正予算についてですが、総額１億7,90

0万円余を増額する補正予算をお願いしてお

ります。 

 その主な内容ですが、いじめに関する調査

委員会の設置運営に要する経費や、小規模の

訪問看護ステーションの運営体制を強化する

ための事業などに係る予算を計上しておりま

す。 

 これらによりまして、特別会計を含めた健

康福祉部の平成25年度の予算総額は1,336億

4,700万円余となります。 

 次に、条例関係についてですが、第15号議

案の熊本県いじめ調査委員会条例の制定につ

いて外４件を提案しております。 

 また、報告関係については、報告第１号の

専決処分の報告についてとなっております。 

 また、このほか、その他報告事項として、

第３期「熊本県やさしいまちづくり推進計

画」の中間見直しについて外１件について御

報告させていただくこととしております。 

 以上が今回提案しております議案などの概

要でございます。詳細につきましては、関係

各課長が説明いたしますので、よろしくお願

い申し上げます。 

 

○渕上陽一委員長 引き続き担当課長から説

明をお願いいたします。 

 

○古閑健康福祉政策課長 健康福祉政策課の

古閑でございます。よろしくお願いをいたし

ます。着座にて御説明をいたします。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 まず、平成25年度の12月補正関係でござい
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ます。 

 健康福祉部におきます繰越明許費の設定で

ございます。 

 民生費のうち社会福祉費として、障がい者

福祉施設等耐震化特別対策事業など、21億

円、また、児童福祉費として、保育所等緊急

整備事業等で３億7,700万円をお願いいたし

ております。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 保健・医療・福祉関係業務におきます債務

負担行為の設定でございます。 

 今回、４件の委託事業について、新たな委

託事業の選定に時間を要するため、債務負担

行為の設定をお願いするものでございます。 

 続きまして、少し飛びますが、資料の11ペ

ージをお願いいたします。 

 熊本県災害救助基金条例の一部を改正する

条例の制定についてでございます。 

 説明につきましては、12ページの条例(案)

の概要で御説明をいたします。 

 本条例は、災害救助法の一部改正に伴う関

係規定を整理するものでございます。 

 内容といたしましては、災害救助法の一部

改正によりまして、条例で引用しております

法の条ずれを修正するとともに、その他関係

規定の整理を行うものでございます。 

 なお、施行期日は、公布の日からとしてお

ります。 

 続きまして、13ページをお願いいたしま

す。 

 熊本県介護福祉士等修学資金貸与条例の一

部を改正する条例の制定についてでございま

す。 

 内容につきましては、14ページの条例(案)

の概要により御説明をいたします。 

 本条例は、介護福祉士または社会福祉士を

養成、確保するため、その資格取得を目指す

学生に対して修学資金の貸与を行うものでご

ざいます。 

 条例改正の趣旨ですが、現在の低金利の状

況を踏まえまして、修学資金に係る遅延利息

の割合を当分の間軽減する特例を定めるもの

でございます。 

 具体的な内容ですが、(2)にありますよう

に、現在の遅延利息の年14.5％の割合につき

まして、当分の間、この14.5％を超えない範

囲で、毎年国から示されます特例基準割合に

年7.3％を加算した割合を遅延利息とするも

のでございます。ちなみに、平成25年度にお

きます遅延利息は9.3％になります。その他

用語の整理を行うこととしております。 

 なお、施行期日は、遅延利息の特例が平成

26年１月１日、その他用語の整理につきまし

ては、公布の日としております。 

 健康福祉政策課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いをいたしま

す。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課、中園

でございます。よろしくお願いいたします。

 資料をお戻りいただきまして、４ページを

お願いいたします。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 まず、１番、国庫支出金返納金ですが、24

年度に受け入れました母子保健関係の国庫補

助金につきまして、国の交付確定に伴い、44

4万円余を返納するものでございます。 

 次に、下の段の１番、国庫支出金精算返納

金ですが、妊婦健診につきましては、平成20

年度から県に基金を造成して市町村に補助し

ておりましたけれども、24年度をもって基金

事業が終了となり、市町村に直接財政措置が

されました。したがいまして、残金の１億1,

225万円余を全て国庫に返納するものでござ

います。 

 次の２番の妊婦健康診査支援基金積立金に

つきましては、基金の運用利息と市町村から

の返還金を一旦基金に積み戻しまして、その

後、１番の返納金に繰り入れて、国庫に返す

ものでございます。したがいまして、この合
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計額2,683万円余につきましては、１番の返

納金に含まれております。 

 子ども未来課は以上です。よろしくお願い

いたします。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課の藤本です。よろしくお願いいたします。

では、着座にて御説明させていただきます。 

 資料の５ページをお願いいたします。 

 新規のいじめに関する再調査委員会設置運

営事業です。 

 いじめ防止対策推進法に基づき設置するい

じめに関する調査委員会の設置、運営に関す

る費用でございます。 

 この予算案と条例案もお願いしております

ので、まず、いじめ防止対策推進法について

御説明させていただき、そして条例案、予算

案の順に御説明いたします。 

 恐れ入りますが、資料の19ページをお願い

いたします。 

 表題に、いじめ防止対策推進法と書いてあ

ります資料でございます。 

 １の概要にありますように、いじめの防止

等のための対策に関し、基本となる事項を定

めたいじめ防止対策推進法が９月28日に施行

されました。 

 ２の地方公共団体の役割ですが、大きく

(1)のいじめの防止等に関する措置と(2)の重

大事態への対処の２点に分かれております。 

 まず、(1)のいじめの防止等に関する措置

につきましては、①の地方いじめ防止基本方

針の策定を初め、②のいじめ問題対策連絡協

議会の設置など、資料に記載の①から⑤の５

つの項目について規定されております。これ

らにつきましては、教育委員会のほうで順次

体制整備が図られることになっております。 

 (2)の重大事態への対処につきましては、

学校で重大事態が発生した場合に、この重大

事態と申しますのは、いじめにより生命や心

身等に重大な被害が生じた場合や不登校が30

日以上の場合が想定されております。そうし

た場合に、①のとおり、学校または学校設置

者が組織を設置して調査を行います。 

 さらに、②になりますが、必要に応じて、

地方公共団体の長が、学校等が行った調査の

結果を調査することができることとされまし

た。 

 これらの地方公共団体の役割を踏まえて、

３の知事の附属機関の設置についてですが、

(1)の法の規定では、第30条第２項に、公立

学校に係る地方公共団体の長による再調査に

ついて、特に下線の部分ですが、必要がある

と認めるときは、附属機関を設けて調査を行

う等の方法により、とされております。これ

につきましては、米印に記載のとおり、私立

学校の場合も同様となっております。 

 本県の対応につきましては、(2)に記載の

とおり、いじめによる重大事態に適切に対処

する観点から、また、教育委員会における体

制整備については順次に進められるというこ

とでありますので、知事部局としましても体

制の整備を早急に進める必要があることか

ら、今回、専門的な知識及び経験を有する第

三者で構成され、公平性、中立性が確保され

た常設の附属機関を設置することとしたもの

です。 

 今回提案しておりますのは、この設置条例

案と予算案ということになります。 

 次に、条例案について御説明いたします。 

 15ページが条例案となりますが、恐れ入り

ますが、17ページをお願いいたします。 

 設置条例案のポイント、この概要の資料で

御説明いたします。 

 まず、条例制定の趣旨でございます。 

 先ほど御説明しましたとおり、本条例は、

いじめ防止対策推進法に規定する附属機関と

して、熊本県いじめ調査委員会を設置し、そ

の組織及び運営に関し必要な事項について定

めるものです。 

 次に、条例の内容についてです。 
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 (2)の委員会の所掌事務につきましては、

いじめによる重大事態が発生した場合には、

まず法に基づき学校等が調査を行いますが、

この委員会は、その学校等が行った調査の結

果について調査審議するものです。 

 (3)の委員会の組織等についてですが、①

で、委員は５人以内で組織すると規定してお

ります。また、②で、委員が再調査事案の利

害関係者となり得る可能性もあることから、

そのような場合には、その委員には当該調査

から外れてもらい、臨時委員を置くことがで

きることとしております。さらに、③です

が、調査の分量が多い場合も想定して、調査

委員を置くことができることとしておりま

す。④の委員の専門分野につきましては、法

律、医療、心理、福祉または教育等の知識経

験を有する者と規定しております。 

 (4)委員の任期、(5)委員長の設置、(6)会

議に関する事項につきましては、ほかの附属

機関と同様の規定を置いております。 

 (7)ですが、委員会の庶務は、健康福祉部

において処理すると規定しております。この

規定に基づき、委員の任免等の庶務事務は、

子ども家庭福祉課で行いますが、実際の調査

に当たっての委員会の事務局業務につきまし

ては、県立学校で発生した重大事態について

は子ども家庭福祉課が、私立学校の場合は総

務部私学振興課が担当することとしておりま

す。 

 18ページをお願いします。 

 (10)の経過措置ですが、附則第２項で、法

施行以前に発生した重大事態に相当する事態

についての対応の規定を記載しております。 

 本県におきましては、本年４月に県立高校

で生徒が自殺するという事案があっており、

学校が設置した調査委員会で調査が進められ

ました。この事案は法施行前の事案で、法の

適用は受けませんが、教育委員会から知事部

局で対応の要請があっており、法に準じた形

で、今回設置する附属機関において再調査を

行う予定としております。 

 なお、法施行以前の案件としましては、こ

の１件のみになると考えております。 

 恐れ入りますが、５ページにお戻りいただ

きたいと思います。 

 最後に、この委員会の予算案ですが、委員

報酬、旅費、会場使用料などの運営経費とし

て100万円余をお願いするものでございま

す。 

 以上がいじめ調査委員会に対する説明でご

ざいます。 

 引き続き24ページをお願いいたします。 

 専決処分の報告になります。 

 詳細は、25ページの事故の概要により説明

させていただきます。 

 この事故は、平成25年８月７日、八代児童

相談所の職員が、公務のため、八代市内の道

幅が狭い市道を走行中、対向車が来たため、

減速して離合しようとした際に起こった事故

です。対向車のドアミラーと公用車のドアミ

ラーが接触し、相手側のドアミラーが一部破

損し、公用車側のドアミラーに傷が入りまし

た。当事者にはけがはなく、物損事故となっ

たものです。 

 この事故に関しまして、県の損害賠償額を

700円と決定し、和解することの専決処分を

行いましたので、その報告を行うものです。 

 公用車の事故であり、大変申しわけござい

ませんでした。幸い、物損事故で済みました

が、職員の交通事故防止に向け、さらに徹底

を図ってまいります。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○松永障がい者支援課長 障がい者支援課、

松永でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 資料のほう、６ページをお願いいたしま

す。 

 障害者福祉費で1,806万余の増額補正をお
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願いしております。 

 補正内容は、説明欄のほうで説明をさせて

いただきます。 

 まず、１の国庫支出金返納金でございま

す。 

 障害者自立支援法、現在の障害者総合支援

法になりますが、この法の円滑な施行を図る

ために、国の全額補助によりまして、平成18

年度に造成されました障害者自立支援対策臨

時特例基金につきましては、昨年度で基金を

原資とした事業の実施を終え、今年度は、そ

の精算のみを行ってまいりました。この過年

度事業の精算も終わりますので、基金自体を

本年12月をもって終了させることとし、それ

に伴う基金残として見込まれる903万円余を

国へ返納するものでございます。 

 続きまして、２の障害者自立支援対策臨時

特例基金積立金でございますが、今年度にお

きます同基金の運用利息並びに平成24年度ま

での補助事業の精算等に伴う市町村や事業所

からの返還金につきまして、基金へ積み戻す

ものでございます。 

 なお、この積み戻す903万円余につきまし

ては、上の１の国への返納金の原資となるも

のでございます。 

 次に、児童措置費で125万円余の増額補正

をお願いしております。 

 説明欄にございますとおり、心身障害者扶

養共済事業におきまして、今年度の新規加入

者分に関し、再保険者であります独立行政法

人福祉医療機構へ払い込む保険料の不足が見

込まれることから、その増額をお願いするも

のでございます。 

 以上が障がい者支援課の補正予算額の説明

でございます。 

 続きまして、７ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の追加でございます。 

 北部発達障がい者支援センターの運営業務

につきまして、現在は、毎年単年度の随意契

約によりまして委託を行っておりますが、平

成26年度からは、公募型、プロポーザル方式

により委託事業者を選定した上で、５カ年度

を委託期間とする業務委託契約を締結するこ

ととし、そのために必要な債務負担行為を設

定するものでございます。 

 限度額は、５年間合計で１億3,726万円余

でありまして、初年度の平成26年度の限度額

は2,710万円余、それ以降の年度ごとの限度

額は、消費税率の引き上げ分を加算して算出

をしております。 

 以上が障がい者支援課の説明でございま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○三角医療政策課長 医療政策課の三角でご

ざいます。よろしくお願いいたします。着座

にて説明させていただきます。 

 説明資料の８ページをお願いいたします。 

 説明欄のほうをお願いいたします。 

 まず、公衆衛生総務費でございますが、

１、保健医療推進対策費の(1)の医療機能情

報提供事業及び(2)のヘリ救急医療搬送体制

整備事業につきましては、国庫補助金の内示

減に伴う減額補正及び地域医療再生基金への

財源更正を行うものでございます。 

 ２の国庫支出金返納金は、平成24年度医療

提供体制推進事業費等の国庫支出金の確定に

伴い、精算返納を行うものでございます。 

 次に、保健師等指導管理費でございます。 

 １、看護師等確保対策費の(1)訪問看護ス

テーション強化事業は新規事業でございま

す。小規模の訪問看護ステーションが運営体

制を強化するために行います訪問看護師の確

保等に必要な経費に対し、助成を行うもので

ございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 (2)の看護職員確保総合推進事業は、国庫

補助金の内示減に伴う減額補正及び地域医療

再生基金への財源更正を行うものでございま
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す。 

 以上、医療政策課といたしまして、2,684

万円の減額補正をお願いしております。 

 続きまして、20ページをお願いいたしま

す。 

 第16号議案、熊本県医師修学資金貸与条例

の一部を改正する条例の制定についてでござ

います。 

 21ページに条例(案)の概要を記載しており

ます。 

 まず、条例改正の趣旨でございますが、先

ほど健康福祉政策課から説明がございました

第14号議案、熊本県介護福祉士等修学資金貸

与条例の一部を改正する条例と同様、現在の

低金利の状況を踏まえ、医師修学資金の返還

に係る遅延利息の割合の特例を定めるため、

関係規定を整備するものでございます。 

 具体的な内容につきましても同様でござい

ますので、詳しい説明は省略させていただき

ます。 

 次に、22ページをお願いいたします。 

 第17号議案、熊本県看護師等修学資金貸与

条例の一部を改正する条例の制定についてで

ございます。 

 条例改正の趣旨及び具体的な内容等につき

ましては、23ページに記載しておりますが、

これまで御説明いたしました熊本県介護福祉

士等修学資金貸与条例の一部を改正する条例

及び熊本県医師修学資金貸与条例の一部を改

正する条例と同じでございますので、詳しい

説明は省略させていただきます。 

 医療政策課は、以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○山内健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。よろしくお願いします。 

 資料10ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費についてでございます。 

 補正額4,246万円余の補正をお願いしてお

ります。 

 内容は、説明欄にありますとおり、原爆被

爆者特別措置費や、市町村健康増進事業等の

平成24年度事業費の国庫精算返納金でござい

ます。 

 当課、以上でございます。 

 よろしく御審議のほうお願いいたします。 

 

○渕上陽一委員長 次に、病院事業管理者か

ら総括説明を行い、続いて、担当課長から資

料に従い説明をお願いします。 

 初めに、向井病院事業管理者。 

 

○向井病院事業管理者 おはようございま

す。病院局でございます。着座にて説明申し

上げます。 

 今回の定例県議会に提案しております議案

の概要説明に先立ちまして、最近の県立ここ

ろの医療センターの運営状況について御報告

申し上げます。 

 初めに、昨年４月にスタートしましたここ

ろの思春期外来につきましては、患者数の増

加に伴い、診療時間の拡大を図り、県民の皆

様からの要請に応えております。今後とも、

診察を必要とされる方々のニーズに丁寧に対

応してまいりたいと考えております。 

 次に、当センターでは、病院経営や医療の

あり方について御意見を伺う、外部の専門家

等から成る運営評価委員会を設置しておりま

すが、今年度も去る10月16日に開催いたしま

した。その中で、児童・思春期医療への取り

組みに当たっては県立病院としての特色を出

せるよう頑張ってほしい、新しいプロジェク

トに取り組む際のスタッフの募集について工

夫が必要など、多数の意見をいただいたとこ

ろであり、今後の病院運営にしっかりと反映

してまいりたいと考えております。 

 それでは、本議会に提案しております病院

局の議案について御説明いたします。 

 今回提案しておりますのは、予算関係１議

案でございます。 
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 第７号議案、平成25年度熊本県病院事業会

計補正予算として、来年度の年間委託契約に

係る債務負担行為の設定をお願いするもので

ございます。 

 詳細につきましては、総務経営課長から説

明いたしますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

○渕上陽一委員長 引き続き担当課長から説

明をお願いします。 

 

○林田総務経営課長 病院局総務経営課、林

田でございます。よろしくお願いいたしま

す。着座にて説明させていただきます。 

 委員会説明資料の26ページをお願いいたし

ます。 

 債務負担行為の設定をお願いしておりま

す。 

 こころの医療センターの業務のうち、庁舎

管理や給食などの業務委託につきましては、

平成26年４月１日から業務を行うため、今年

度中に一般競争入札などの契約事務を終える

必要がございます。このうち、給食業務につ

きましては、経費節減や事務手続の簡素化の

観点から、平成26年度から３カ年の複数年契

約とすることとしております。 

 以上により、総額２億8,000万円余の債務

負担行為を設定するものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

○渕上陽一委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○小杉直委員 子ども家庭福祉課長にお尋ね

ですが、いじめ防止条例かな、これについ

て、17ページ、この委員と調査委員をつくる

というふうな説明があっとですが、この法

律、医療、心理、福祉、教育に関する専門的

な知識経験者というとは、例えばどういうふ

うな人たち。ニュアンス的には。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 こういう分野を

書いておりますけれども、国のほうから示し

ている基本方針という運用を定めているよう

なものがありまして、それによると、法律は

例えば弁護士さんとか、医療のほうは精神科

医、それから心理のほうは臨床心理士ですと

か、そういった例示がされていますので、そ

ういったことを念頭に置きながら考えていき

たいと思っております。 

 

○小杉直委員 調査委員は。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 調査委員は先ほ

ど御説明いたしましたけれども、案件によっ

ては調査分量が多いものがあると想定してお

りまして、そういったときには、人数が今委

員は５人というふうにしておりますので、な

かなか委員だと人手が足りないという場合も

あるかもしれないということを想定して、そ

ういった場合には、例えば法律家をちょっと

ふやすとか、そういったことを想定してこう

いう規定を設けております。 

 

○小杉直委員 なかなか健康福祉部が庶務を

つかさどって、私立学校のほうは私学振興課

だったかな、これは運用ば始めてもらうと、

幅のあっと思うですたいね、軽いいじめの問

題から深いいじめの問題からですね、なかな

か大変だろうと思うばってんが、これは一つ

の提案ですばってんね、いじめというとは、

俗に言う、悪ごろが弱い者をいじめる場合と

か、いろいろ千差万別であるわけですばって

んが、これは、委員かあるいは調査委員あた

りに、警察ＯＢあたりをお願いするというと

はどうかなというふうな思いがあっですたい

な。警察官時代にいじめに対するいろんな取
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り扱いとかあるいは指導等もした経験たくさ

ん持っとろうし、現職は別として、ＯＢあた

りをこの中に入れるということはいかがかな

と自分の経験上思ったわけですが、そうしな

さいということじゃなくて、提案としてお話

ばしときますね。どぎゃんですか、検討して

みるですか、全くもうだめですよと、どっ

ち。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 この委員会の趣

旨が、学校においての、もしいじめがあった

とした場合は、その事実関係を明らかにする

というのが調査の主要な目的になってきま

す。それで、私どもも、先ほど法律家という

メンバーも考えているという話をしましたけ

れども、いろんなことを調べる上で、やっぱ

りそういう資質というのは必要なんだろうと

は思っております。ただ、警察という部分に

なりますと、どうしてもちょっと取り締まる

とか、犯罪とか、そういったことにちょっと

イメージも出てくるので、その辺はちょっと

――経験という意味では、確かに、委員おっ

しゃるとおり、重要な部分があると思います

けれども、法律家の中でカバーできないかな

という気持ちもするんですけれども、ちょっ

とそこら辺は考えてはみたいと思いますが、

現在のところ、今この分野で考えております

ので、最初はこの基本線で行きたいかなとい

うふうには思っております。 

 

○小杉直委員 大小さまざまな調査すっと大

変だけんですな、法律家に調査さすっとも、

それはええかもしれんばってんが、調査あた

り警察ＯＢのほうが上手かもしれんですよ。

松葉部長、どぎゃん思うですか、今の私の何

は。 

 

○松葉健康福祉部長 小杉委員の御提言も含

めて検討させていただきたいと思います。弁

護士さんにもいろいろ、例えば裁判官上がり

とか、あるいは検察から弁護士になられてい

る方などもいらっしゃいますので、先生の御

提言も含めながら、ちょっと人選には当たっ

てみたいというふうに思います。 

 

○小杉直委員 これに関して、最後に警察職

が入り込んでしまうというですか、警察職が

いろんな必要以上に出てくるというとは問題

ですけん、そこんところのバランスは考えな

がら、提案ですから検討していただいて、無

理にということじゃありません。 

 以上でございます。 

 

○重村栄委員 済みません、これ県で設置を

するんですね、このいじめ調査委員会。これ

は、熊本市の小中学校で起きた事案というの

はどういうふうになるんですか、これに該当

するんですかしないんですか。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 小中学校につい

ては、市町村立になりますので、市町村長が

調査の主体となります。 

 

○重村栄委員 熊本市、入らない。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 はい、入りませ

ん。県の場合は、県立学校と私立の学校とい

うことになります。 

 

○平野みどり委員 先ほど委員の人選につい

てのお話がありましたので、これは教育委員

会での調査とは別の独立した第三者調査委員

会という性格があると思いますので、教育の

分野に、例えば学校の管理職のＯＢとか、そ

ういう方が入られると、ここでの議論がちょ

っとやっぱり偏っていくのかなと思います。

ただ、教育現場の実態を御存じであるとか、

そういう方はぜひ必要だとは思うんですが、

教育委員会での調査で難しいので第三者なの

で、そこら辺の人選は、警察ＯＢのお話もそ
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うですけれども、人選に関しては慎重になっ

ていただきたいなというふうに思います。 

 それと、先ほど、また重村委員のお話の中

の市町村ですけれども、市町村は、実際に義

務ではないわけですか、この調査委員会つく

るのは。義務なんですかね。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 この私ども今回

設置するやつは、実は義務ではありません

で、調査することができるという規定ですの

で、義務ではありませんけれども、同じ形式

で市町村にも求められておりますので、市町

村立学校で、いじめ及びいじめの疑いがある

案件が出てきたときに、まずは学校が主体と

なって調査をするんでしょうけれども、その

後にやはり必要だと市町村長が認めれば、こ

ういった組織を設置しないといけないという

ことになりますので、そこは各市町村ごとに

御判断されるということになると思います。 

 

○平野みどり委員 それと、重大案件という

その線引きはどこら辺にあるわけですかね。

要するに、こういう第三者委員会を設置する

に当たっての、そこら辺、法律に規定されて

いるんでしょうか。今回、いじめかどうか―

―いじめはあったと、だけども、いじめが原

因の自殺ではなかったという学校の判断があ

って、それに保護者の方が納得されていない

ということでこういった調査委員会の設置が

いち早く、他県より早く実現するわけですけ

れども、そういった自殺案件がある場合でし

ょう、この調査委員会というのは。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 冒頭に少し説明

させていただきましたけれども、重大事態が

発生した場合ということに法律になっており

まして、重大事態というのを一つ、法律には

どういうことかというのは書いてありません

けれども、国が示したその基本方針の中で

は、重大事態というのは、今委員おっしゃっ

たように、生徒が自殺を企図というんでしょ

うか、した場合が１点、それから、いじめに

よって身体に重大な被害、あとは精神面でも

重大な被害があった場合、それから、金品等

に重大な被害がでた場合、それからもう一つ

が、長期間欠席している場合、といった場合

に学校が判断して、まず調査をする、もしく

は生徒、もしくはその保護者の申し出により

調査するということが出発点になります。 

 

○平野みどり委員 残念ながら、その自殺と

いうことは、和水町も含めて起きましたけれ

ども、そうそうその件数は多くないにして

も、身体への被害ですとか、金品被害、長期

間の欠席とかなると、各市町村がこの委員会

設置をし始めたら、ある意味有識者と言われ

ているこの委員に任命されるような方の取り

合いとか、そこら辺とか、人選が実際うまく

いくのかなという部分、ちょっと感じるんで

すけれども、いかがでしょうか。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 平野委員のおっ

しゃる懸念は私どもも感じておりまして、教

育委員会はもちろんですけれども、各学校に

調査の組織をつくれというふうになっていま

すので、私どもがこの条例で例示した分野の

方々というのを各学校とも探しておくような

形になりますので、実際問題、そういうよう

なことが今後起こってくる可能性はあると思

っています。 

 

○平野みどり委員 どうしたらいいのかなと

……。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 １つは、心理と

か、社会福祉の分野であれば、学校ごとにソ

ーシャルワーカーさんですとか、関係してい

る方々もいらっしゃいますので、そういった

方が、まず身近な方を学校としては充ててい

くんだろうというふうには想像しています。 
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○平野みどり委員 その場合、その学校のこ

とをよく、学校に深くかかわられて、学校の

状況もよくわかっていらっしゃる方ではあり

ますけれども、その第三者という位置づけに

なるのかなという気持ち……。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 ここは教育委員

会の分野になりますけれども、今教育委員会

のほうから聞いているところでは、そういっ

た学校を母体として教育委員会に専門家をス

トックしといて、教育委員会から専門家を派

遣するという形式を検討されているようで

す。 

 

○小杉直委員 熊本市の設置見込みはいかが

ですか。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 申しわけありま

せん。熊本市の情報はちょっと今持っており

ませんけれども、全国的にもまだこれを設置

しようと、12月議会で設置しようとしている

ところは２～３県ぐらいだというふうにあり

ますので、なかなか市町村のほうではまだ進

んでいないのではないかと思っております。 

 

○小杉直委員 足元の熊本市の動きとか見込

みとかはやっぱり県としては知っておかにゃ

いかぬど。それは答弁してみなっせ。熊本市

んこつの情報をキャッチしとらぬというと

は、それはちょっとばっかあんまりじゃなか

な。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 申しわけありま

せん。ちょっと熊本市には至急情報をとって

みたいと思います。 

 

○小杉直委員 というのが、往々にして熊本

市が政令指定都市になって、いろんな分野の

案件でちょっと熊本市んこつはもう知りませ

んよというところが時々あっですたいな、県

の行政の中で。これはやっぱりもう足元に熊

本市があって、県も熊本市にあっとだし、政

令指定都市になったっだけん、特にどういう

ふうな考え方とか方針とか、見通し持っとる

から、必然的にそれは知っとかにゃんこつで

すばい。それはぜひ情報交換して、また連絡

をお願いします。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 はい。 

 

○重村栄委員 医療政策課にちょっと聞きた

いんですけれども、看護師等確保対策費、訪

問看護ステーションの強化の問題ですけれど

も、これ、助成が予算化されとりますけれど

も、この助成のお金の使途はどこまでぐらい

できるやつなんですか。 

 

○三角医療政策課長 まず１つは、定着支

援、雇用のための人件費の補助です。それか

ら、あともう一つが提供体制整備ということ

で、備品購入とか研修費に対する経費、それ

からもう一つが訪問看護の周辺事務員雇用と

いうことで、事務員の雇用に対する助成を想

定しております。 

 

○重村栄委員 これ、何カ所ぐらい想定され

ているんですか。 

 

○三角医療政策課長 現在聞き取り等行いま

して、訪問看護師の雇用の関係で10カ所、そ

れから備品購入等が10カ所、それから事務員

雇用が大体３カ所、それで予算を組んでおり

ます。 

 

○重村栄委員 地域的には大体どの辺が多い

んですか。 

 

○三角医療政策課長 済みません、ちょっと

地域を確認してみます。 
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○重村栄委員 多分都市部じゃないんですよ

ね。 

 

○三角医療政策課長 熊本市も含まれており

ます。 

 

○重村栄委員 入っていますか。 

 

○三角医療政策課長 はい。 

 

○平野みどり委員 済みません、基本的なこ

とで。訪問看護ステーションの設置は大体中

学校単位で１つとか、そこら辺というのは、

大体どれくらいの割合を目標にされているん

ですかね。 

 

○三角医療政策課長 今、規模によってそれ

ぞれ違いますので、余り範囲を限定してとい

う形は想定しておりませんけれども、大きな

訪問看護師を抱えられるところは行動範囲も

広がります。ただ、おのずから訪問する範囲

といいますか、は、出てくると思いますの

で、都市部であれば委員おっしゃったとおり

中学校単位とかが想定されますし、郡部に行

けば、もう少しやはり足を延ばさないと難し

いという形になるかと思います。今、基本的

には各市町村等には１カ所は設置するように

という目標で今取り組んでおります。 

 

○平野みどり委員 ということは、市町村単

位で持っていないところもあるということな

んですね。 

 

○三角医療政策課長 今、14市町村がまだ未

設置という形になっております。 

 

○岩中伸司委員 もとに戻って申しわけあり

ませんが、先ほどのいじめ防止委員会の中

で、小杉委員から出された警察官ＯＢの話が

ありましたが、えっと私は思ったんですが、

このいじめ問題で、これまでそういう警察問

題に警察官が入って調査せなんようなことと

いうのは、事件になったら別ですけれども、

いじめ防止対策のときにそういうこれまでの

経過の中でありますか。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 今、岩中委員が

おっしゃられたように事件性があると、事件

として扱われるかどうかの過程の中で警察が

入ってくるということはあると思いますけれ

ども、ケースによってですので、なかなかこ

れまでどうだったかというのは一概に言えま

せんけれども、この法律の趣旨は、学校で起

こったことについて学校で基本的には調べな

さいというところが基本線とはなっておりま

す。 

 

○岩中伸司委員 このいじめ問題、深刻にな

っているんですよね。以前だと、いじめも、

我々が学校に行っているころはお互いにいじ

めというのは見える形で、まあ、これがいじ

めかどうかわからぬけれども、周りの仲間で

それを乗り越えていくというのがあったんで

すけれども、もう最近はそうじゃなくて、も

うスマートフォン、いろんな機器、インター

ネットを通じてやってくるというふうな、そ

ういう非常に陰湿な部分もあるので、非常に

子供たちの心の問題が家庭含めてある意味で

は破壊されつつあるなという危険性を非常に

感じるんですね。そういった意味では、この

いじめ防止委員会というのはそういうことで

やっぱりきちんと見ていかないかぬというふ

うに思うので、具体的に出たので、警察ＯＢ

とか警察が介入せなんようなことは、やっぱ

り適当じゃないなというふうに私は個人的に

思うんですけれどもね。それはちょっと私の

主張だけしておきます。 

 

○小杉直委員 岩中委員も心配されとるけ
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ん、無理せんでよかですばい。私はもう警察

職を入れるという考えではなくて、やっぱり

なかなか調査とか大変だろうけん、経験持っ

たＯＢの人をという考えでおったばってん

が、ああいう警察の介入という心配もあるけ

ん、そういう見方もあるかもしれぬけん、私

が提案は無理せずに客観的に考えて、岩中先

生の意見も考えながらしてください。 

 以上で――よかでしょう、そっで。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 この条例ができ

ましたら、至急委員の検討を始めたいと思っ

ていますので、御意見を踏まえて考えたいと

思います。 

 それから、１点、済みません、先ほど小杉

委員からあった熊本市の情報で、ちょっと

私、うっかりしていたことがありましたけれ

ども、ちょっと情報を一回とったことが実は

ありました。そのときに得た情報では、今

回、基本的に学校の調査ですので、教育委員

会が主体なんですけれども、法の仕組みで、

知事がという部分が出てきて、今回知事のほ

うでやりますけれども、その知事部局でどこ

が担当するかということで、本県の場合は子

ども家庭福祉課と私学振興課で対応すること

になりましたけれども、熊本市の場合、どこ

が所管するかというところで調整をしている

という話がありました。そういう状況だった

と思います。 

 

○小杉直委員 やや情報がわかりました。引

き続きまた関心持っとってください。 

 

○増永慎一郎副委員長 今ちょっと聞いてた

んですけれども、防止の対策のための組織と

調査の組織と何か今一緒になったような形の

話をされているように聞きとったんですけれ

ども、岩中先生が言われたのは防止のための

組織であって、小杉先生が言われたのはその

後のそのための第三者による調査の組織のこ

とを言われているんじゃないかと思うんです

けれども、組織が違うんじゃないんですか

ね。これ２つ多分あると思うんですよ。学校

側がつくる組織と、今回こちらのほう――健

福でつくる組織、これ２つあるんでしょう。

ちょっと私、その辺、きちんと説明してもら

わないとわからぬ。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 済みません、資

料をちょっとよろしいでしょうか、19ページ

を――冒頭説明しました。 

 今、副委員長から御指摘がありましたの

は、防止と重大事態の対処の組織ということ

の区別だと思いますけれども、防止のための

組織は、基本的に(1)に書いてあります①か

ら⑤の部分が防止の組織、それから重大事態

の対処の組織は①、②の組織になります。 

 私が質問としてお受けした感触は、この重

大事態への対処の組織、特に②の部分に警察

をというふうに聞いたつもりでおりました。

岩中先生も、その小杉委員の意見に対しての

お考えというふうにお聞きしましたので、②

についておっしゃったのかなというふうに聞

いたんですけれども、ここで言う防止の組

織、基本的には、学校ごとに置くのは⑤防止

の組織を置きますので、学校については⑤と

か①が学校の組織になるんですけれども、と

いうふうに私は聞きましたけれども。 

 

○小杉直委員 なら、関連してよかですか。 

 言い方が悪かったつかな、防止とか何とか

は、それはまだ前段の別問題で、熊本県いじ

め調査委員会を設置するわけでしょう。す

と、その事務方をあたがいでするわけでしょ

う。だけん、なかなかな、大変だろうなと思

うて、卒業したＯＢを調査あたりにお願いす

るのはどうだろうかなという思いやりで言う

たったいな。だって、ＯＢの人もなかなか受

けぬと思うばいた。それはよっぽどよか給料

やんなら別ばってんな。一つの提案したわけ
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たい。ところが、岩中先生が警察の介入とい

うような、ちょっと心配さるるがごたるふう

だけん、ああ、そぎゃん見方もあるけんな、

なら、もう無理せぬでよかですばいて言うた

ことで、防止に私が警察ＯＢを入れるという

考えありません。副委員長がおっしゃったと

おりです。 

 

○渕上陽一委員長 今、私も多分重大事態の

対応で多分小杉先生言われているんだろうと

いうことで、私もお話を聞かせていただいて

おりましたので。 

 

○岩中伸司委員 確かに、①と②は違う、基

本的な考え方が違うかもしれぬけれども、い

じめに関する問題、重大事態というのは、先

ほど説明があったように、命にかかわる問題

とか、30日以上の不登校があるとか、そうい

うふうな具体的な例が示されたんですね、説

明の中で。含めて、事件性の問題とはやっぱ

り違うという分け方をしていかないかぬな

と、いじめに関するやつはですね。そういう

思いで私は主張したんですね。 

 

○渕上陽一委員長 本県の対応ということ

で、しっかりと、ここに重大事態に適切に対

処する観点からということで書いてあります

ので、そこら辺をしっかりと、いろんなこと

で検討しながらやっていただければというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 

○重村栄委員 済みません、補正予算とか、

条例とかに関係ないんですが、ちょっと病院

管理者から説明があった中のことです。ちょ

っと説明を少しお願いしたいんですが、思春

期外来、ちょっと今現在の状況がどんなのか

少し説明をしていただくとありがたいんです

けれども。 

 

○林田総務経営課長 病院局総務経営課でご

ざいます。 

 思春期外来についての現状を御報告、御説

明いたします。 

 昨年の４月に開設をいたしまして、10月ま

では、週１回の診療日を基本といたしており

ましたけれども、昨年、長期の研修で帰って

きた医師が、常勤医師が帰院したことから、

現在は、毎週月と水曜の週２回の診療を行っ

ております。 

 24年度の受診者数は、延べ224人という状

況でございます。25年度に入りまして１カ月

あたりの受診者数が増加傾向にありまして、

本年12月、今月から診療体制を強化するとい

うことにいたしました。先ほど毎週月と水の

週２回と申し上げましたけれども、一応午後

を診療時間に当てておりましたけれども、そ

のうちの第１、第３の水曜日の午前中も診療

することとし、第１、第３の水曜日について

は終日診療という状況にございます。 

 状況といたしましては、新患の受け入れ、

予約を入れていただいてから１カ月以内程度

には診療ができておりますので、おおむね順

調に推移しているのではないかというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

 

○重村栄委員 今の課長からのお話でいく

と、診療状況は非常にいい方向で動いている

ということですよね。今からも伸びる可能性

があるんでしょうけれども、スタッフの問題

として、その辺は、対応は十分やっていける

んですか、見通しはどうですか。 

 

○林田総務経営課長 まずは専門医というの

が一番重要になってまいります。先ほど申し

ましたように、やはり専門の研修を受けてい

ただくということが必要になりますので、昨

年度１人、６カ月、実際は７カ月になりまし

たけれども、研修に行っていただきました。
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 26年度につきましては、現在来ていただい

ているのは常勤医師の中からお１人、また改

めて東京のほうの専門の医療機関のほうに６

カ月超になると思いますけれども、研修に行

っていただいて、また戻ってきていただい

て、その勉強をしていただいたことを診療の

中で発揮していただきたいというふうにし

て、できるだけドクターの専門性を高める形

で対応をしていくことが必要だというふうに

考えておりますので、そのように対応してい

きたいと思っております。 

 

○重村栄委員 わかりました。 

 

○小杉直委員 関連して、よかですか。 

 私も、これは聞かにゃんと思うとったんで

すが、向井病院事業管理者の説明で話聞いた

り、見てみますと、患者さんの増加に伴っ

て、またしっかり今後とも頑張っていくとい

うことの話で、評価させていただくわけです

が、今課長の説明で、224人というとは、い

つからいつまでんこと。 

 

○林田総務経営課長 平成24年度、トータル

で申し上げました。４月１日から３月まで１

年間で、延べの224人ということで申し上げ

たものでございます。 

 

○小杉直委員 そうだろうな。 

 

○林田総務経営課長 再診とかもございます

ので、新患の数としては42人という数字が昨

年度でございます。 

 補足で申し上げますと、25年度、数字が伸

びておりまして、11月末現在でございますけ

れども、新患が今の時点で44、トータルで、

再診等も含めまして389という数字の受診を

していただいております。ですから、もう既

に……。 

 

○小杉直委員 それを聞きたかった。224人

が去年で、ことしが11月末現在で新患含めて

389人ということで、165人も伸んどるという

ことですな。だから、大変ばってんが、しっ

かり頑張ってくださいよ。わかりました。 

 

○平野みどり委員 関連でいいですか。 

 こころの医療センターだと、大体１カ月待

ちという話が先ほどありましたけれども、民

間でも同じぐらいなんですか、それとも県立

のほうが短いんでしょうか。外来に行きたい

と思って。 

 

○林田総務経営課長 ちょっと手元に正確な

数字は持っておりませんけれども、私どもの

ほうで診療、子供のこころの思春期外来をス

タートするに当たっては、やはり民間の医療

機関において子供の発達障害等の受診を受け

付けておられるところだと、やはり相当、数

カ月の待ち時間があるというふうに聞いてお

りました。そういうことで、県としても、県

全体として発達障害等に取り組む中で、県立

病院としても取り組む必要があるということ

で、昨年の４月にスタートしたものでござい

ます。 

 

○平野みどり委員 わかりました。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○平野みどり委員 介護福祉士とか、医師と

か、看護師さんの修学資金貸与条例の一部改

正の条例、出ていますけれども、後で請願も

出ていますけれども、介護福祉士の分、ここ

でも何回か出たと思いますが、とても生徒が

集まらないという状況が、各学校、専門機関

あるようですけれども、この条例の改正でそ

ういう部分が改善されるのか、もうこれじゃ

焼け石に水で構造的ないろんな問題があるの
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か、この辺はどうなんでしょうか。この条例

の効果がどれだけあるのか。 

 

○古閑健康福祉政策課長 今回御提案させて

いただいていますのは、延滞に伴う提案でご

ざいますので、今回の改正そのものが、すぐ

に修学の増につながるというものではござい

ません。ただ、後ほど請願のほうでお願いを

しております、この修学資金貸与の制度その

ものについては非常に効果があるというふう

に理解しておりますので、後ほど請願の中で

また状況を説明させていただきたいと思って

おります。 

 

○平野みどり委員 わかりました。 

 

○渕上陽一委員長 ほかにありませんかね。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第７号及び第13号か

ら第17号までについて、一括して採決をした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第１号外６件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 異議なしと認めます。よ

って、議案第１号外６件は、原案のとおり可

決することに決定いたしました。 

 次に、請第38号について、執行部からの状

況の説明をお願いします。 

 

○松永障がい者支援課長 請第38号の請願に

つきまして説明をさせていただきます。 

 この手話言語法制定について国への意見書

の提出を求める請願ということになっており

ます。 

 手話に関しましては、平成23年８月に障害

者基本法が改正されまして、言語に手話が含

まれることが明記されたところですが、手話

を一般的に広く普及させるためには、基本法

の内容を具体的に規定した個別法の制定が必

要であるという考えのもとに、聴覚障害者団

体の全国組織であります一般財団法人全日本

ろうあ連盟、全ろう連という言い方をしてお

りますけれども、こちらによる全国的な活動

の一環として、本県議会にも請願がなされた

ものでございます。 

 この手話を使っておられます障害者の方の

数ですが、全国で約35万人の聴覚障害者がお

られますが、そのうち約２割の方が使ってい

るということで、全国で６～７万の方という

ふうに推計されております。 

 熊本県では、聴覚障害者の方が約9,000人

おられますので、約2,000人ぐらいの方が手

話を使っておられるというふうに考えられま

す。 

 それから、請願書の中ほどに、この手話の

歴史についてと書いてございまして、聾学校

では手話を禁止されてきた長い歴史があると

いうふうな記述がございますので、その点に

つきまして若干御説明をさせていただきま

す。 

 日本の聴覚障害児者への教育の歴史につき

ましては、大正14年ごろ、欧米の口話法、唇

を読んだり発声指導を行うような教育が導入

されまして、聴覚障害者の教育の中心となっ

てまいりました。それがずっと続きまして、

平成４年ごろからになりますが、手話が評価

をされ始めて、平成12年ごろには、全国の聾

学校の７割程度が手話を導入してきておりま

す。 

 本県の県立聾学校におきましても、全国の

状況と同様に、平成13年ごろから手話の導入

も検討され始めまして、平成16年からは、学

校全体として手話も共通のコミュニケーショ

ンとして用いられることになりました。現在

では、音声と手話を併用して授業をしておら
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れます。そういう原則となっております。 

 それから、団体が目指しておりますこの手

話言語法案の内容についてですが、手話を日

本語と同等の言語として認知し、家庭、学

校、地域社会等、あらゆる場において手話を

使用できるよう、手話の習得及び使用等に関

する必要な事項を定め、教育や普及啓発等の

施策を推進するための国や地方公共団体等の

責務と定めたいということになっています。 

 そこで、この全ろう連としましては、こと

しの10月１日付で、全国の各支部に対しまし

て、平成26年、来年の９月末までに各地方議

会においてこの手話言語法に関する意見書が

採択されるよう請願運動をしてほしいという

依頼をしておられます。 

 なお、この12月議会におきまして請願書の

提出がされておりますのは、現時点で確認し

た範囲では、全国では、本県のほかに鳥取県

と富山県の２県となっております。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員長 ただいまの説明に関して

質疑はありませんか。 

 

○平野みどり委員 この法律の中身について

は、鳥取県でさきに条例ができていますが、

これを全国的に普及させるために、国でも法

律が必要だと、条例ではなかなか難しい部

分、もちろんありますので、そういう認識で

いいんでしょうか。私も、済みません、鳥取

の条例をつまびらかに勉強したわけじゃない

ので、そこら辺よくわからないのですが。 

 

○松永障がい者支援課長 熊本県のこの支部

は、ろう者福祉協会というのがございます

が、そちらのほうに確認いたしましたけれど

も、県の支部のほうでは、その条例化までは

まだ考えておりませんということでございま

した。 

 

○平野みどり委員 県で条例をつくるつくら

ないではなく、中身的に鳥取の条例の国版と

いうふうに考えていいのかということなんで

すけれども。 

 

○松永障がい者支援課長 申しわけありませ

ん。鳥取県の条例と、この手話言語法案の対

比は、まだ、済みません、きちんとやってお

りませんでした。申しわけございません。 

 

○平野みどり委員 先ほど、聴覚障害者の方

が35万人で、そして実際手話を使われる方が

６～７万人と。熊本県内では9,000人ぐらい

という話ですけれども、私も、聴覚障害の友

達もいっぱいいますけれども、なかなか自分

自身が手話を十分学べていないので、コミュ

ニケーションは手話通訳者を媒体とすること

が結構多いわけですけれども、これが目指す

ところは、手話通訳者さん、もちろん専門的

な部分は別として、要らないぐらいとにかく

一般の方も聴覚障害の方の手話を学びなさい

ということなんでしょうかね。どこら辺まで

を目指しているのかなと思って。 

 

○松永障がい者支援課長 こちら、団体の方

でイメージされている法律の中では、先ほど

言いましたけれども、国や地方公共団体にい

ろんな合理的な配慮を求めるような法案には

なっておりますけれども、一般の人まで手話

をきちっと使えるように普及促進というとこ

ろまでは書いてなかったというふうに思って

おります。 

 

○平野みどり委員 わかりました。私も、聴

覚障害の方々がいろんな職場でなかなか情報

保障がされなくて、仲間組織の中で、いろい

ろ問題というか、壁を感じているということ

はよく聞くので、やっぱりまずは国、地方公

共団体の中では、少なくとも聴覚障害者の職

員、あるいは聴覚障害を持つ一般市民、県民
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の皆さんへの情報保障を徹底していくという

ことがまず第一だろうと。ここがないと、な

かなか民間にも波及できませんし、今学校で

も、聴覚障害の方と一緒に聴覚障害の方が直

接いろんなことを聞く学びの時間とか、そう

いうのを一般の学校なんかでも始めていると

ころも結構ふえていますけれども、それをも

っともっと加速させてほしいということだろ

うというふうに理解をしています。 

 情報保障という意味では、これは手話を言

語としてということでの法律の制定の意見で

すけれども、高齢の方で難聴になられたり、

病気で難聴になられる方たちもおられる中

で、今本当に必要だなと感じているのは、手

話と同時に情報保障という意味での要約筆記

とか、会議とか講演会の場で文字で同時に出

てきますよね、ああいうことも徹底して普及

させていくということも、一方、大事だろう

と思うので、この手話言語法がそういうこと

も含めて、全く手話はなかなか使えないけれ

ども、聞こえの問題がある方たちも含めてと

いうことを想定しているということであれ

ば、ぜひ応援していきたいなという思いで

す。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

  〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○渕上陽一委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第38号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （｢採択」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 採択という意見がありま

すので、採択についてお諮りいたします。 

 請第38号を採択することに御異議ありませ

んか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 異議なしと認めます。よ

って、請第38号は、採択とすることに決定い

たしました。 

 ただいま採択を決定いたしました請第38号

は、国に対して意見書を提出してもらいたい

という請願であります。そこで、意見書(案)

について、事務局から配付させていただきま

す。 

  （意見書（案）配付) 

○渕上陽一委員長 配付は終わりましたか。 

 今配付いたしました意見書(案)は、請願の

趣旨、理由とほとんど内容が変わらないよう

でありますが、この案のとおりでよろしいで

しょうか。 

 

○小杉直委員 これは形式的な問題ですが、

事務方にお願いですけん、この表題、手話言

語の制定を求める意見書(案)、真ん中に持っ

てきてくれんかな。この一つでこの意見書は

イメージがちょっとばっか……。それが要望

です。 

 

○渕上陽一委員長 わかりました。ありがと

うございます。 

 異議なしと認めます。この意見書(案)を委

員会として委員長名をもって議長宛てに提出

したいと思います。 

 次に、請第39号について、執行部からの状

況の説明をお願いいたします。 

 健康危機管理課長。 

 

○一健康危機管理課長 健康危機管理課でご

ざいます。着座で御説明させていただきま

す。 

 本請願は、国に対しまして早急に４ワクチ

ンを予防接種法に基づく定期接種に位置づけ

るよう国への意見書提出を求めるというもの

でございます。 

 ４ワクチンにつきましては、平成24年５月

に、厚生省の厚生科学審議会感染症分科会予
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防接種部会におきまして、予防接種制度の見

直しとして、広く接種を促進することが望ま

しいとされました。また、平成25年４月に施

行されました予防接種法改正の附帯決議にお

きましても、残る４ワクチンについては、財

源確保とあわせて検討することとされたもの

であります。 

 これらを受けまして、厚生労働省の平成26

年度の予算の概算要求におきましては、予防

接種法改正法の衆参両院の附帯決議を踏ま

え、定期接種ワクチンの追加について、引き

続き検討するとされています。 

 本県におきましても、全国衛生部長会等を

通じまして、４ワクチンについても、国民の

生命と健康を守るため、早急に定期接種とし

て予防措置を進めるべきであるとして、国に

対して要望しているものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

○渕上陽一委員長 ただいまの説明に関して

質疑はありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第39号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （｢採択」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 採択という意見がありま

すので、採択についてお諮りいたします。 

 請第39号を採択とすることに御異議ありま

せんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 異議なしと認めます。よ

って、請第39号は、採択とすることに決定い

たしました。 

 ただいま採択を決定いたしました請第39号

は、国に対して意見書を提出してもらいたい

という請願であります。そこで、意見書(案)

について、事務局から配付させます。 

  （意見書（案）配付) 

○平野みどり委員 委員長、質問、いいです

か。 

 

○渕上陽一委員長 はい。 

 

○平野みどり委員 この意見書の中に、既に

定期接種になっているワクチンで、７ワクチ

ン、子宮頸がん予防ワクチン、書いてありま

すけれども、子宮頸がん予防ワクチンは積極

的接種を勧めないという形になったのは、こ

の24年５月の厚生科学審議会感染部会以降で

すかね、その前なんですかね。担当はどこで

すか。 

 

○一健康危機管理課長 子宮頸がん予防ワク

チンの接種控えが出ましたのは、ことしの５

月の中旬以降だったというふうに思います。

25年５月の中旬以降に……。 

 

○平野みどり委員 25年ですね。ああ、そう

でしたね。 

 

○一健康危機管理課長 済みません、６月で

した。 

 

○平野みどり委員 25年の、ことしでしたよ

ね。ということは、これで定期接種である位

置づけは変わらないというわけですかね。 

 

○一健康危機管理課長 予防接種法上は定期

接種の位置づけに入っています。ただ、積極

的な勧奨を差し控えるということになってい

ます。 

 

○平野みどり委員 だから、広く接種を促進

していくことが望ましいとされたというふう

にあるんですけれども、これは24年５月の段

階だから、これは間違いではないわけですよ

ね。 
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○一健康危機管理課長 それも１年前のとこ

ろの審議会で…… 

 

○平野みどり委員 審議会ですからね。 

 

○一健康危機管理課長 出ていますので。 

 

○平野みどり委員 だから、括弧つきで現在

はどうのこうのというふうにしていただく

と、私としてはうれしいなと思うんですけれ

ども、結局このまま25年６月の段階では積極

的接種じゃないというふうにされているの

に、この文言がそのまま出てくることはどう

なのかなとちょっと思いますけれども、本来

のこの趣旨とはちょっと大きくはかかわりは

ないことではあるので、まあ、そこら辺、御

検討ください。 

 

○渕上陽一委員長 わかりました。 

 

○岩中伸司委員 今、関連していいですか。 

 私も、本会議でも子宮頸がんワクチンにつ

いてちょっとやりとりがあったようですけれ

ども、これは、ことしの４月から、定期的な

ワクチン接種が４月から始まったと聞いたん

ですが、それは違うんですかね。 

 

○一健康危機管理課長 健康危機管理課で

す。 

 定期接種化、７ワクチンのうち３ワクチン

は、ことしの４月１日から法定の定期接種と

いうふうに位置づけられたところです。 

 

○岩中伸司委員 子宮頸がん予防のやつも、

ことしの４月ですよね。 

 

○平野みどり委員 だけれども、６月には積

極的接種じゃないというふうになっている。 

 

○渕上陽一委員長 この４ワクチンのは、も

うよろしいですかね。 

 

○岩中伸司委員 後でまた質問します。 

 

○渕上陽一委員長 配付した意見書(案)は、

請願の趣旨、理由とほとんど内容は変わらな

いようでありますが、この案でよろしいでし

ょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 異議なしと認めます。 

 この意見書(案)を委員会として委員長名を

もって議長宛てに提出したいと思います。 

 次に、請第40号について、執行部からの状

況説明をお願いします。 

 

○古閑健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 請第40号介護福祉士等修学資金貸付制度の

拡充・強化について国への意見書提出を求め

る請願についてでございます。 

 日本介護福祉士養成施設協会九州ブロック

の熊本県代表校であります九州看護福祉大学

からの請願でございます。県内６つの養成施

設を代表しての提出となっております。 

 請願の要旨ですが、高齢化が進展する中で

質の高い介護人材の養成と確保を行うには、

現行の介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充

強化が必要であります。 

 このため、１点目は、26年度以降の予算の

確保と、２点目は、現在４分の３となってお

ります国の補助率の引き上げについて、国に

対する意見書の提出を求めるものでございま

す。 

 県としましては、先ほど、平野委員からも

お話ございましたけれども、この貸付制度に

つきましては、県内における介護福祉士等の

養成、確保に重要な施策であると認識をいた

しております。このため、県におきまして

も、現在、国に対して、同様の趣旨で資金の
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積み増しを提案しているところでございま

す。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いをいた

します。 

 

○渕上陽一委員長 ただいまの説明に関して

質疑はありませんか。 

 

○平野みどり委員 先ほど、課長のほうか

ら、この拡充・強化は効果があるというお話

でしたけれども、現時点で、こういった看護

系の大学の定足というか、定員数というか、

どれくらいなんでしょうか。 

 

○古閑健康福祉政策課長 まず、介護福祉士

の養成施設、県内６校ございまして、定員が

今200名でございます。25年度におきまして

は、入学者が115名というふうに聞いており

まして、定員充足率は57.5％でございます。 

 一方、社会福祉士の受験資格取得関連施設

でございますけれども、こちらも６校ござい

まして、こちらは定員700名に対して入学者

が581名で、定員充足率は83％というような

状況でございます。 

 

○平野みどり委員 結構深刻ですよね。深刻

な状況なので、こういった制度が拡充される

とともに、職場環境が改善されることが大事

かなというふうに思います。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 次に、採決に入ります。 

 請第40号について、いかがいたしましょう

か。 

  （｢採択」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 採択という意見がありま

すので、採択についてお諮りいたします。 

 請第40号を採択することに御異議ありませ

んか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 異議なしと認めます。よ

って、請第40号を採択とすることに決定いた

しました。 

 ただいま採択を決定いたしました請第40号

は、国に対して意見書を提出してもらいたい

という請願であります。そこで、意見書(案)

について、事務局から配付させます。 

  （意見書（案）配付) 

○渕上陽一委員長 今配付いたしました意見

書(案)は、請願の趣旨、理由とほとんど内容

は変わらないようでありますが、この案のと

おりでよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 異議なしと認めます。こ

の意見書(案)を委員会として委員長名をもっ

て議長宛てに提出したいと思います。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りしたいと思います。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が２件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、関係課長から順次お願いいたし

ます。 

 

○古閑健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 別冊報告事項の資料の１ページをお願いい
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たします。 

 第３期の熊本県やさしいまちづくり推進計

画の中間見直しについてでございます。 

 １の現計画の概要につきましては、さきの

９月議会で御説明しましたとおり、現在、や

さしいまちづくり条例を踏まえまして、７つ

の分野において、21の指標や６つの重点プロ

ジェクトを定め、さまざまな施策の展開をし

ているところでございます。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 ２の中間見直しの概要でございます。 

 計画策定から２年半しか経過しておりませ

ん。計画の推進方向性に変更はないことか

ら、今回は指標の見直しを基本といたしてお

ります。 

 まず、(1)のアの現在の指標の進捗状況で

すが、前回も説明しましたとおり、下の表で

いきますと、右から２番目の達成率の欄のと

ころですが、既に目標達成率が100％以上が

白い部分になりますけれども、５指標、ま

た、網かけの部分の80％以上が８指標となっ

ております。おおむね順調に推移をしている

ところでございます。 

 なお、黒塗りの目標達成80％未満の指標

が、まだ８ほどございますので、こちらにつ

きましては、今後も、28年度までの目標達成

に向けて取り組みをなお一層進めてまいりま

す。 

 次に、２ページの中段ですが、イの見直し

の３つの視点として、①ただいま説明しまし

た既に目標を達成している５指標、②目標設

定の期間が満了を迎える４指標、③４カ年戦

略など、根拠となる計画の見直しなどが行わ

れている指標で７指標、重複はございますの

で、全部で10指標について今回見直すことと

いたしております。 

 なお、これらの10指標につきましては、下

の表の右端の欄に見直しの３つの視点の番号

を付しております。 

 具体的な見直しの中身につきましては、次

の４ページをお願いいたします。 

 現行の指標と変更後の指標を、それぞれ記

載をいたしております。 

 ナンバー２からナンバー８の上から５つま

では、変更後の指標の欄に、括弧書きに記載

のとおり、それぞれ４カ年戦略や教育振興基

本計画など、計画策定後に見直されました各

種計画に掲げられました新しい指標に見直し

を行っております。 

 主なものとして、２つほど御説明を申し上

げます。 

 まず、雇用分野のナンバー８でございま

す。法定雇用率達成企業の割合です。法定雇

用率達成は非常に重要な指標でございます

が、法定雇用率の義務づけとなっております

従業員50人以上の企業は、県内で３分の１し

かないことから、今回、全ての企業における

障害者の雇用の促進を図るため、県労働人材

育成計画におきまして、指標を障害者の就職

件数に見直しがなされております。目標値と

しましては、平成27年度までに就職件数1,60

0件を目指すとなっております。 

 次に、生活環境分野のナンバー18の県が管

理する道路のうち、整備計画地区における歩

道のバリアフリー整備延長割合でございま

す。実は、熊本市の政令市移行に伴いまして

49キロが整備計画地区から外れております。

このため、今回新たに、事故多発に伴います

平成24年度に実施されました通学路の緊急合

同点検に基づく歩道整備38キロを新たに加え

る見直しを行っております。現状の57.3％を

平成28年度までに78.3％を目指すとしており

ます。 

 以上が主な指標の概要でございます。 

 なお、前回、重村委員からお話がございま

したけれども、現行の21の指標の25年度の総

予算額は８億7,000万円となっております。

今回見直しました新しい指標では、特に道路

関係の予算が大幅にふえておりまして、おお

むね25年度で約27億円程度の見込みとなって
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おります。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 (2)の本文関係部分の整理についてでござ

います。 

 計画策定後の国や県におきます法整備や条

例制定の動きにつきまして、関係部分の整理

を行うこととしております。 

 (3) 重点プロジェクトにつきましては、

当初平成25年度までの３年間を目途に取り組

むこととしておりましたが、さらにその充実

強化を図り、継続して取り組んでいくことと

いたしております。 

 最後に、３のスケジュールでございます。 

 今回御報告しました見直し案につきまして

は、これまで21の関係課から成ります庁内推

進会議や、各障害者団体や学識経験者等から

成ります推進協議会の審議を踏まえてきた結

果でございます。 

 今後は、パブリックコメントを実施し、次

の定例県議会へ中間見直し案として御提案さ

せていただきたいと考えております。 

 報告は以上でございます。 

 よろしくお願いをいたします。 

 

○一健康危機管理課長 健康危機管理課でご

ざいます。 

 報告事項の６ページをお願いいたします。 

 熊本県新型インフルエンザ等対策行動計画

の策定について報告いたします。 

 これは、現行の県行動計画につきまして、

ことし６月に策定されました新型インフルエ

ンザ等対策政府行動計画を踏まえまして、見

直しを行うものであります。 

 なお、本年６月の厚生常任委員会で計画の

見直しに着手することについて御報告させて

いただいたもので、今般、パブリックコメン

ト等の手続を経まして、見直しを終えたもの

でございます。 

 まず、１の県行動計画の位置付けについて

ですが、計画は、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく計画としまして、政府行

動計画を踏まえて策定しています。 

 また、市町村や指定地方公共機関は、県行

動計画を踏まえまして、それぞれ行動計画や

業務計画を策定することになります。 

 次に、２の新型インフルエンザ対策の目的

等についてですが、対策の目的としまして

は、感染拡大を可能な限り抑制し県民の生命

及び健康を保護すること、県民生活及び県民

経済に及ぼす影響が最小となるようにするこ

とです。 

 対策の効果としましては、新型インフルエ

ンザは、一旦発生すると多くの県民が感染す

ることが予想されます。このため、あらかじ

め準備した対策を実施することで蔓延のピー

クをおくらせ、ピーク時の患者数を小さくし

ます。 

 次に、３の計画の概要についてですが、県

の行動計画では、新型インフルエンザ等の発

生段階を未発生期、海外発生期、県内未発生

期など６つの段階を設定し、各発生段階ごと

に必要な対策を定めています。 

 また、特別措置法で法定化された事項や、

政府行動計画で示された内容を踏まえまして

対策を追加しています。主な対策は、指定地

方公共機関、緊急事態宣言時の措置、予防接

種の体制整備などです。 

 ７ページをお願いします。 

 ４の主な対策の概要について御説明しま

す。 

 まず、未発生期です。未発生期とは、新型

インフルエンザが発生していない状態です。

未発生期において、県、市町村は行動計画

を、指定地方公共機関は業務計画を策定しま

す。このほか、医療体制の整備や抗インフル

エンザウイルス薬の備蓄、予防接種体制の構

築と新型インフルエンザ等の発生に備えた体

制整備に取り組みます。 

 次に、海外発生期～県内未発生期～県内発

生早期です。これは、海外で新型インフルエ
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ンザが発生してから県内でも初期の感染者が

発生するまでの時期です。この時期において

は、県は、対策本部の設置や相談窓口の設置

を初め、あらかじめお願いしている医療機関

に対し、帰国者・接触者外来の設置要請等を

行います。このほか、ワクチンが供給され次

第、特定接種や住民への予防接種を実施しま

す。 

 次に、県内感染期です。県内感染期は、県

内で新型インフルエンザが蔓延しピークを迎

える時期です。この時期においては、帰国

者・接触者外来による診療体制を中止し、一

般の医療機関における診療体制に切りかえま

す。また、入院治療は、重症患者を対象と

し、それ以外の軽症の患者の方は、できるだ

け在宅療養とするよう医療機関へ要請いたし

ます。また、必要に応じて県備蓄分の抗イン

フルエンザウイルス薬を医薬品卸業者に供給

します。 

 最後に、小康期です。小康期は、流行が一

旦終息した時期です。この時期には、第２波

の再燃に備えての行動計画の見直し等を行

い、医療体制を通常の体制に移行します。 

 主な対策として御説明させていただきまし

たが、このような対策を実施し、感染拡大を

可能な限り抑制していくことにしています。 

 ８ページをお願いいたします。 

 この策定の経緯についてですが、記載のと

おり見直し作業を進めてきたところです。 

 最後に、６の今後の取り組みについてで

す。 

 現在インフルエンザ等対策として取り組ん

でいる主な事項として、３点を記載していま

す。 

 まず、(1)の実施体制の整備についてで

す。 

 平成25年度中に市町村行動計画、指定地方

公共機関は業務計画などを策定していただく

とともに、２次医療圏ごとに新型インフルエ

ンザ等対策に係る地域の医療計画を保健所が

策定することとしています。 

 次に、(2)の予防接種の体制整備について

です。 

 市町村において、住民接種の集団接種体制

の整備を進めていただきます。また、医療従

事者や新型インフルエンザ対策に取り組む者

に対する予防接種、いわゆる特定接種は、対

象となる事業者の登録の準備を進めていきま

す。 

 最後に、(3)の新型インフルエンザ等対策

の周知、啓発についてです。 

 県は、県民の皆様や医療関係者等の方々

に、対策の趣旨や内容についての周知、啓発

を行ってまいります。また、蔓延防止を目的

とした施設の使用制限など、特別措置法に基

づく新たな措置についても周知を行ってまい

ります。 

 今後、こうした対策の進捗状況を把握しな

がら、状況に合わせて対策を見直すなど、定

期的に県行動計画のパワーアップを行ってい

くこととしています。 

 参考１として指定地方公共機関の一覧、参

考２として県行動計画の概要を記載しており

ます。後ほどごらんいただければと思いま

す。 

 以上で報告を終わります。 

 

○渕上陽一委員長 報告が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○小杉直委員 健康福祉政策課長にお尋ねで

すが、このおたくが報告した１ページの右の

重点プロジェクトの括弧書きの中に、おでか

け安心トイレ普及作戦となっとるですね。こ

れに関連するわけですが、前回も申し上げ

て、ちょっと重なるかもしれませんけれど

も、オストメイトの皆さんのためのトイレで

すたいね。先般、協会の役員さんから、えら

い感謝の意の連絡があったわけですが、県庁
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はあると、そして熊本市役所は十分でない

と。しかし、本年度中にきちんと整備すると

いう連絡が市のほうから協会にあったそうで

すが、それに対するアプローチは、おたくた

ちはどぎゃんされたんですかね。 

 

○古閑健康福祉政策課長 前回、小杉委員か

らもそういうお話いただきましたので、うち

の障がい者支援課長とともに、市のほうの障

害者の課長のほうに御連絡を申し上げまし

て、全国大会が控えておりますので、市のほ

うでもできるだけオストメイトに対応できる

ようなトイレの整備につきまして検討いただ

けないかという御依頼を申し上げて、早速市

のほうで御対応いただいたというような状況

でございます。 

 

○小杉直委員 そうすると、もう１つ別のほ

うから聞いたわけですが、新幹線の熊本駅に

はあると、しかし、鹿児島本線の熊本駅のほ

うにはまだ未整備だというようなことで、こ

れに対する対応というですか、何か来年全国

大会があるそうですな。それについてはどう

いうふうな考え方ですか。 

 

○古閑健康福祉政策課長 実は、全国大会を

控えておりますので、その玄関口であります

熊本駅のほうに、いわゆるＪＲのほうにお願

いに行きまして、旧駅舎といいますか、在来

線の駅舎につきましては、オストメイト対応

のトイレは今現在ございません。ただ、新し

い新幹線駅のトイレにつきましては、当然オ

ストメイトの対応のトイレができております

ので、ですから、今後駅舎につきましては大

きな改修を控えておりますので、現時点でハ

ードの整備というのはなかなか難しゅうござ

いますので、当日、大会等の案内とか、そこ

ら辺のソフト面での対応について、ＪＲのほ

うに御依頼といいますか、お願いをしたとこ

ろでございます。 

 

○小杉直委員 私は、まさしくおたくたちの

その行動ちゅうとが、いわゆる縦割り行政の

弊害を超えた行動だったと思うですたいね。

今、熊本市が政令指定都市になったわけです

が、ならぬでもそうですが、別に県の下部組

織じゃないわけですな。しかし、やっぱりそ

ういうふうな本当に困っとるオストメイトの

皆さんのトイレを、行政の縦割りを乗り越え

て、そうやって指示でなくて、アドバイスに

なっとでしょうたいね、連絡、協議になっと

でしょうばってんね、そういうふうなことが

できたということは模範的な行動と思います

ので、今後ともひとつ頑張っていただきます

ようにお願いします。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員長 ありがとうございます。 

 

○重村栄委員 やさまちの関係で、ちょっと

お聞きしたいんですけれども、今の進捗状況

の数値がずらっと書いてあるんですけれど

も、２つ聞きたいんですが、１つは、ナンバ

ー20になる交通計画策定市町村数、これゼロ

なんですけれども、何でこんなゼロという状

況なのかというのが１つ。 

 それからもう１つ、そのような乗り合いバ

スのノンステップバスの割合、ノンステップ

バスの導入について、例えば県から何か補助

とか、そういうのがあるのかどうか、そこを

ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

 

○古閑健康福祉政策課長 まず、１点目の20

番の交通計画策定市町村数がゼロというとこ

ろでございます。実は、当初、計画を策定し

た段階におきまして、交通基本法という法律

ができるという想定で計画を策定しておりま

して、その交通基本法の中で、各市町村で交

通計画を、任意でございますけれども、策定

するという記述がございましたので、この当

 - 25 -



第７回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成25年12月13日) 

初の計画の中では、この交通計画を各市町村

でつくっていただくということでの目標数値

に入れておりました。ただ、交通基本法がい

まだにまだ未成立という状況でございまし

て、今回そういうこともありまして、まだゼ

ロという状況でございますし、ちょっと指標

の見直しをさせていただくというところでご

ざいます。 

 ２点目の乗り合いバスのノンステップバス

の補助につきましては、直接国庫補助がござ

いまして、国４分の１、あと、事業者が４分

の３の負担という制度がございます。 

 

○重村栄委員 県はないんですね。 

 

○古閑健康福祉政策課長 直接事業所に国が

補助しているというところでございます。 

 

○重村栄委員 わかりました。 

 もう１つ、いいですか。 

 

○渕上陽一委員長 どうぞ。 

 

○重村栄委員 インフルエンザ対策で、この

計画そのものじゃないんですけれども、今の

熊本県のインフルエンザの状況はどんな状況

ですか。 

 

○一健康危機管理課長 健康危機管理課でご

ざいます。 

 きのう報道で発表された先週１週間のやつ

ですけれども、県全体としては、定点医療の

数字で1.0をまだ超えていません。まだ県全

体では流行入りをしておりませんが、地域に

よっては、熊本市等でもう1.0を超えている

ということで、今後流行期に入るということ

であります。 

 それと、小中学校等では、学校から市町村

もしくは保健所を通して県のほう、私どもに

入ってくるんですけれども、学級閉鎖、学校

閉鎖等につきましても、今、その日にあれ

ば、その日に報告が返ってくるんですけれど

も、今４件上がってきています。済みませ

ん、ちょっと人数は言えません。第１号が荒

尾市でございました。 

 

○平野みどり委員 まず、先ほどのやさまち

のほうで、今回見直す10指標の中の法定雇用

率達成企業は、50人以上が３分の１ぐらいな

のでという話でした。障害者の就職件数で目

標を設定するということですが、求人のどれ

くらいの割合ということだったらわかるんで

すけれども、例えば、大体どれくらい求職を

されている方たちがいらっしゃって、目標数

値の1,600なのかという部分、ちょっと知り

たいんですけれども、この1,600が妥当なの

かどうなのかがよくわからないもんですか

ら。 

 

○古閑健康福祉政策課長 ハローワークのほ

うで、障害者の職業紹介の状況でございます

けれども、いわゆる求職の申し込みが、24年

度でいきますと2,982名、そのうち就職件数

が1,558人と、いわゆる就職率としましては5

2.2％というふうな状況でございます。 

 

○平野みどり委員 それだったら、1,600と

いうのは、もう割と達成可能な数字という

か、もうちょっと高く設定してもいいのかな

と思ったりするんですけれども、いかがなん

でしょうか。 

 

○古閑健康福祉政策課長 実は、この県の労

働人材育成計画が24年11月に策定をなされて

まして、当時の指標としましては、21、22、

23年度の指標で就職件数あたり把握しており

まして、当時が1,000人とか1,200人台でござ

いました。ちょっと24年度大幅に400人近く

ふえているという状況でございます。ですか

ら、当時の計画としましては、1,600という
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のはかなり――毎年100人ずつぐらい就職件

数を伸ばしていくというふうな想定で当時指

標設定がなされたというふうに聞いておりま

す。 

 

○平野みどり委員 そしたら、じゃあ平成27

年度で1,600というのは、ほぼ達成可能だ

と、もう100％にいく数値というか、あれで

すよね、項目というのは。 

 

○古閑健康福祉政策課長 この24年度がなぜ

ふえたかというのは、ちょっとまだ十分検証

がなされてない部分でございまして、この傾

向がずっと続くかどうか、また21、22、23の

水準に戻るかどうか、ちょっとそこら辺は、

また、今後の対応次第といいますか、現状分

析次第なんですけれども、引き続き一生懸命

取り組んでまいりたいというふうには考えて

おります。 

 

○平野みどり委員 わかりました。 

 それと、18の部分のバリアフリー整備延

長、歩道のですね。結局これは、県道の歩道

部分、県だったけれども市になったと。政令

市の熊本市になったけれども、学校周辺とか

の市道の歩道を県費でやっていくということ

というふうに考えていいんですか。 

 

○古閑健康福祉政策課長 直接県が管理する

道路、いわゆる県道になります。 

 

○平野みどり委員 県道の部分ですね。じゃ

あ、学校は市道とかに接している部分が結構

多いので、そこら辺は市町村の取り組みとい

う形になりますよね。 

 

○古閑健康福祉政策課長 県のほうからも、

そこら辺の助言といいますか、補助等もやり

ながら対応していきたいというふうに聞いて

おります。 

 

○平野みどり委員 わかりました。 

 あとは個別の教育支援計画、これは発達障

害の子供たちが、小学校、中学校では支援計

画を作成して教育はされているけれども、高

校の部分が、まだこれからだということでの

目標だろうというふうに思うんですけれど

も、個別の教育支援計画というのを、その発

達障害がおくれているので、ここに特化して

というのはわかるんですけれども、発達障害

以外の方たちでも今高校に入ってきています

よね、知的障害の人たちとか、いろいろ課題

がある障害がある方たち。こういう人たちも

含めて本当は個別の教育支援計画というのは

立てていかないといけないと思うんですけれ

ども、そういった視点というのは、教育委員

会のマターなのかもしれませんけれども、な

かったんでしょうか、議論の中で。 

 

○古閑健康福祉政策課長 今、委員御指摘ご

ざいましたけれども、実は、この現行の指標

でいきますと５番でございますけれども、個

別の教育支援計画を作成している幼稚園から

学校までの割合につきましては、現在86％に

なっております。ただ、今、委員お話しあり

ましたように、高等学校につきましては４割

を切っている状況でございます。 

 今回、特に教育委員会のほうではターゲッ

トを絞って、しかも障害の部分につきまして

は発達障害に絞って集中的に、重点的に取り

組みをしていきたいということで、新しい現

状値につきましては生徒の数になっておりま

すけれども、現行の23.9を約倍近い目標値に

設定して45％までやっていきたいというふう

に聞いております。 

 

○平野みどり委員 わかりました。これは教

育委員会のほうにも伝えていきたいと思うん

ですけれども、高校の場合、先生方の支援コ

ーディネーター、ここも十分機能していない
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部分があるので、そこと、こういった個別の

子供への支援計画を立てて取り組むというこ

とを一緒に考えていかないといけないなとい

うふうに思っているところです。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに何かありません

か。 

 

○岩中伸司委員 先ほど意見書で子宮頸がん

ワクチンのところもちらっと出てきたんです

けれども、健康危機管理課長にちょっとお尋

ねしたいんですが、本会議でも出たんですけ

れども、今、子宮頸がんワクチンの接種が４

月から始まって定期的にやるということにな

ったんですが、この副反応が非常に全国あち

らこちらから出てきて、そういう危険性も一

面あるということで、ですから６月の14日か

らか、積極的な勧奨、ワクチンを勧めないと

いうふうなことが国も判断をしたというふう

に思うんですけれども、現状、熊本県の中で

――この前もちょっとお尋ねしたんですが、

県内のこの接種者、これは、これまで何人ぐ

らい受けていますかね。 

 

○一健康危機管理課長 健康危機管理課で

す。 

 25年４月に法定接種化されまして、ちょっ

と統計的にとりましたのが、４月、５月、６

月、７月、８月の５カ月分をとっています。

そして、ちょっと足し算をしてこなくて申し

わけないんですが、４月が825、５月が729、

６月が722。積極的な接種の差し控えという

ことになりましたもんですから、７月が27

4、８月が232というデータを手元には持って

おります。 

 

○岩中伸司委員 ありがとうございました。 

 それだけ接種者がいるということであれ

ば、まだ副反応というふうなことの事態とい

うのは、チェックされているのかどうなのか

というのがあるんですが、以前、熊日新聞に

載っていたときは、熊本県内で何か４例ぐら

いあるとか聞いたんですけれども。 

 

○一健康危機管理課長 副反応につきまして

は、医療機関から厚生労働省に来まして、厚

生労働省から県のほうに通知が来るんですけ

れども、現在のところ５件であります。 

 

○岩中伸司委員 ５件ということは、実際

は、こういう全国的に問題になって以降、こ

の接種者の調査というか、再点検というか、

そういう症状があったかなかったかというふ

うな確認は、これは自治体が中心ですので、

県ではやられているかどうかわかりません

が、自治体でそういうふうな検証がされてい

るんでしょうかね。接種者に対するフォロー

というか、再チェック、これは県で……。 

 

○一健康危機管理課長 県で直接打たれた方

が症状、副反応が出たということで私ども調

査はしておりませんが、報告書を見ますと、

予防接種して30分ぐらいそこで安静にしとっ

てくださいと、あと、そのときに症状が出ら

れる方と、何日かたって症状が出られる方が

いらっしゃるんですけれども、その後、報告

上は副反応報告が上がりますけれども、その

後回復されたと、症状がもうなくなったとい

う方も出てまいります。また、一方で、続い

ているという方もいらっしゃるということで

ありまして、それがどんな数字になっている

のかというのは、済みません、承知はしてお

りません。ただ、回復したという方もいらっ

しゃるということです。 

 

○岩中伸司委員 それは、その５件の中で回

復をした人が出てきたという理解でいいです

か。 
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○一健康危機管理課長 報告書の中にはそう

書いてあります。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、改めてそうい

うことの調査をやるというふうな動きは現状

ではないわけですか。 

 

○一健康危機管理課長 はい。 

 

○岩中伸司委員 それを各自治体にその調査

を進めていこうという、そういう考え方はな

いですかね。ぜひやってほしいと思うんです

けれども。 

 

○一健康危機管理課長 予防接種自体、市町

村の法定事務、自治事務で接種されますが、

こういった副反応が出たというのは、一旦医

療機関から厚生労働省のほうに上がりまし

て、本省のほうで本当に因果関係があるのか

どうか、ワクチンとその症状が因果関係があ

るのかどうかも含めて国のほうでされるとい

うふうに聞いております。国のほうに専門的

な機関がありますもんですから、そこでされ

るというふうに聞いています。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、あくまでもそ

れは、それぞれ接種をされた人の自己申告と

いうか、こういう形で現状は進んでいくしか

ないわけですかね。 

 

○一健康危機管理課長 副反応は、医療機関

から厚生労働省に直接文書が報告という形で

上がってきますので、医療機関ですから、医

師法に基づくお医者様が判断されて報告書を

書かれるということだと思います。 

 

○岩中伸司委員 そうしたら、その医療機関

で接種をした人に対しては、その医療機関は

全員を把握されているという理解をしていい

ですか、副反応について。 

 

○小杉直委員 それについちゃ、後で調べて

から個別に報告しなっせ。 

 

○岩中伸司委員 まあまあ、それでもいいで

すけれども。また個別に課長のところに…

…。 

 

○渕上陽一委員長 そのようにお願いしてお

きます。 

 それでは、なければ、以上で議題は終了い

たします。 

 最後に、陳情書が１件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 次回の委員会については、１月29日水曜日

午前10時から予定をしております。 

 なお、正式通知については後日文書で行い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

  午前11時49分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  厚生常任委員会委員長 
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